
（平成２３年８月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

宮崎国民年金 事案 488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年２月の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月 

私の申立期間の国民年金保険料は、Ａ社会保険事務所（当時）で妻と二人

分の保険料を納付したはずである。 

申立期間について、私の妻の国民年金保険料は納付済みとなっているにも

かかわらず、私の分が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「妻の過年度保険料の納付書が届いたため、二人でＡ社会保険事

務所に出向き、夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。」と主張していると

ころ、申立期間に係る申立人の妻の国民年金保険料は、オンライン記録におい

て平成４年３月９日に納付されていることが確認でき、Ａ年金事務所は申立期

間当時の取扱いについて、「夫婦二人で来所した時は、二人の年金加入記録を

確認し、配偶者の加入及び納付の勧奨を行っていた。過年度保険料についても

窓口で加入手続及び過年度保険料の現金領収をすることは可能であった。」と

回答している上、申立人が申立期間の国民年金保険料として納付したと主張す

る金額は、申立期間当時の国民年金保険料額と一致していることから、申立人

の主張に不自然さはみられない。 

また、オンライン記録によると、平成 16 年以降の申請免除及び半額免除に

ついては夫婦同一の記録となっているところ、これについて申立人は、当該期

間の免除手続等とは別に夫婦一緒に社会保険事務所に行って申立期間の保険

料を納付した記憶が明確にあると供述している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る

記録を昭和 51 年１月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13 万 4,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 12月 16日から 51年１月 16日まで 

    私は、昭和 39年３月 12日から 59年８月 16日までの期間においてＡ社に

勤務していたが、ねんきん定期便では、Ａ社Ｂ支社から同社Ｃ事業所に異動

した 51 年１月 16 日の厚生年金保険被保険者資格喪失日が、50 年 12 月 16

日と記録されている。入社から退職するまで継続して勤務し、厚生年金保険

料も途切れることなく控除されていたので、Ａ社Ｂ支社に係る厚生年金保険

被保険者の資格喪失日を 51年１月 16日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する労働者名簿及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申

立人が昭和 39 年３月 12 日から 59 年８月 15 日までの期間においてＡ社に継

続勤務し（昭和 51年１月 16日にＡ社Ｂ支社から同社Ｃ事業所に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における

昭和 50年 11月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、13万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の



                      

  

履行については、厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書において、申立

人の資格喪失日が「昭和 50年 12月 16日」として届け出されていることが確

認できるところ、事業主は、「申立人の申立期間の厚生年金保険料は控除し

ており、資格喪失日を昭和 51 年１月 16 日として届け出るべきところ、誤っ

て 50年 12月 16日として届け出た。」と認めていることから、事業主が資格

喪失日を 50年 12月 16日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る同年 12月の厚生年金保険料の納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 888 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 45年９月 16日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得し、49年９月 16日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当

時）に行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者の資格取得日及び資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45年９月から 46年９月ま

では２万 8,000円、46年 10月から 47年８月までは３万 9,000円、47年９月

から 48年８月までは４万 5,000円、48年９月から 49年７月までは５万 6,000

円、49年８月は６万 4,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月 16日から 49年９月 16日まで 

    私は高等学校卒業後、Ａ事業所に就職し、その後Ｂ事業所の採用試験を受

験し入社した。 

Ｂ事業所では約３年間勤務し、結婚後退職したが、年金事務所の記録では

当時の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所はＣ社のグループ会社であることが確認できるところ、同社から

提出された労働者名簿及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人

が申立期間においてＢ事業所に勤務していたことが確認できる。 

また、Ｃ社が作成し、保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険失業保険

被保険者台帳には、申立人が申立事業所において厚生年金保険被保険者の資格

を昭和 45年９月 16日に取得した後 49年９月 16日に喪失していることが確認

できるとともに、当該期間における定時決定及び随時改定の記載が確認できる。 

さらに、Ｃ社の現在の担当者は、申立期間当時、社会保険事務所で使用され



                      

  

ていたＣ社に係る被保険者整理番号は、Ｃ社保管の健康保険厚生年金保険失業

保険被保険者台帳に記載された社員番号で管理されていた旨供述していると

ころ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票における申立人の

前後４人の整理番号と前述の社員番号が一致していることが確認できるとと

もに、Ｃ社の回答により、当該４人の被保険者資格取得日は、当該事業所にお

ける採用日と一致していることが確認できることから判断すると、当該事業所

は採用と同時に従業員を厚生年金保険に加入させていた状況がうかがえる。 

加えて、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、前述の健

康保険厚生年金保険失業保険被保険者台帳に記載された申立人の社員番号に

係る整理番号が欠落していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45年９月 16日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、49年９月 16日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間における標準報酬月額については、Ｃ社が管理する申立人に

係る健康保険厚生年金保険失業保険被保険者台帳の記録により、昭和 45 年９

月から 46 年９月までは２万 8,000 円、46 年 10 月から 47 年８月までは３万

9,000 円、47 年９月から 48 年８月までは４万 5,000 円、48 年９月から 49 年

７月までは５万 6,000円、49年８月は６万 4,000円とすることが妥当である。 



                      

  

宮崎国民年金 事案 489 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 50年３月まで 

 私は、国民の義務として 20 歳で国民年金に加入し保険料を納付してきた

が、年金事務所の記録では、昭和 47年４月から 50年３月までの３年間の国

民年金保険料が、未納とされていることが分かった。この未納とされている

３年間については、母が私の国民年金の加入手続を行い、最初の保険料を納

付してもらったが、その後は自分で近所の集金人に納付した記憶がある。 

申立期間について未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母が私の国民年金の加入の手続を行い、最初の保険料を納付組

合の集金人に納付し、その後は自分で集金人に納付した。」と主張していると

ころ、通常、納付組合の集金人には、現年度保険料しか納付できないにもかか

わらず、特殊台帳では、申立期間直前の昭和 46年３月から 47年３月までの国

民年金保険料が 47年 12月 14日に過年度納付（46年３月から同年７月までの

保険料については 61年１月 13日に還付済み）されていることが確認でき、申

立人の主張と相違している。 

また、オンライン記録から、申立人の妻も申立期間の納付記録は未納であり、

申立期間直後の昭和 50 年４月から国民年金保険料を納付し始めていることが

確認できる。 

さらに、申立期間は 36 か月間と長期間であるとともに、申立人が申立期間

に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無い上、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してくれ



                      

  

たとするその母親は疾病等により聴取することができず、申立人宅に集金に来

ていたとする集金人は既に死亡していることから、申立期間に係る保険料の納

付状況等が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎国民年金 事案 490 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年９月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年９月から 52年３月まで 

 私の国民年金手帳に、被保険者になった日として「昭和 49年９月１日（強）」

と役所が記入しているので、納付書をもらっていれば保険料を納付しないは

ずがない。当時、納税組合に入っていたので保険料を納付しなければ他の人

に迷惑をかけるし、班内で集金していたので必ず納付していた｡昭和 51年に

は納税組合長もしていたので自分が納付しないことはあり得ないので、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52年９年 30日以降に払い出されて

いることが確認でき、その時点で、申立期間の一部は時効により国民年金保険

料を納付できない期間であり、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、「当時は、納税組合に加入していたので、国民年金保険料

を班内の集金で納付していた。」と主張しているところ、申立人の国民年金手

帳記号番号が払い出された時点で納付可能な申立期間のうち、昭和 50 年７月

から 52 年３月までの保険料は過年度保険料となり、金融機関等において納付

することは可能であったものの、申立期間当時、納税組合では現年度保険料し

か納付することができず、過年度保険料を納付することはできなかったものと

考えられることから、申立人の主張には不自然さが見られる。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立人が申立期間の国民



                      

  

年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない｡ 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎国民年金 事案 491 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年９月から４年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年９月から４年３月まで 

 申立期間当時、私は独身で学生であったが、私の母が、私の国民年金保険

料を納付してくれていたと思う。平成 20 年９月に届いたねんきん特別便で

は、申立期間が未納になっていたので調査依頼したところ、21 年８月に届

いた「被保険者記録照会回答票」では納付済みとされていた。しかし、その

後届いたねんきん定期便では申立期間が未納のままだったので、「ねんきん

定期便専用ダイヤル」に電話して確認したところ、「被保険者記録照会回答

票で納付済みの回答をしており、その反映が遅くなっているだけだ。」との

回答であった。 

その１年後に届いたねんきん定期便でも、平成 21 年８月に届いた「被保

険者記録照会回答票」と「ねんきん定期便専用ダイヤル」担当者の回答が反

映されておらず、申立期間が未納のままであったため、年金事務所で確認し

てもらったところ、「申立期間の納付は確認できない。」との回答であった。 

しかし、「被保険者記録照会回答票」と、「ねんきん定期便専用ダイヤル」

の担当者の回答では、申立期間が納付済みであるとのことだったので、申立

期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が居住していたＡ市において、申立期間中、申立人が国民年金に加入

していたことをうかがわせる記録が無い上、申立人に国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、同市の電算記録において、申立人が厚生年金保険被保険者資格喪失に

伴い国民年金加入手続を行った平成 11 年５月に、申立期間に遡って国民年金

被保険者期間が追加されていることが確認でき、その時点においては、申立期



                      

  

間は、時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立期間について、申立人は、「母が加入手続をし、保険料を納付

してくれていたと思う。」と主張しているものの、申立人の母親が申立期間に

ついて申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)が無い上、申立人は国民年金保険料の納付に関与しておらず、

申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親も既に死亡している

ため、申立人の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等を確認することが

できない。 

加えて、同居していたとする申立人の姉についても、オンライン記録から、

平成８年に昭和 63 年４月に遡って資格取得処理されていることが確認でき、

それまでは国民年金の未加入期間であったことを踏まえると、申立人の母親が、

申立人のみ申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ってい

たとは考え難い。 

なお、申立人が主張する、「ねんきん特別便」及び「ねんきん定期便」と、

「被保険者記録照会回答票」等の齟齬
そ ご

については、「被保険者記録照会回答票」

の場合、納付済月数に作成年度末までの第３号被保険者期間を納付済期間とし

て算入していることにより生じたものである。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年１月 15日から 31年６月９日まで 

② 昭和 35年７月 15日から 36年３月 15日まで 

私は、昭和 30 年１月に、それまで勤務していた事業所を退職し、同年１

月 15日にＡ県に所在したＢ社に入社した。Ｂ社には、33年１月まで勤務し

ていたが、厚生年金保険被保険者資格の取得日が 31 年６月９日とされてい

る。 

また、昭和 35 年６月頃、当時勤務していたＣ社が所有する事業所の閉鎖

が近くなったので、同社を退職し、同年７月 15 日に数人の同僚とともにＤ

社に入社した。Ｄ社には、37 年８月まで勤務していたが、厚生年金保険被

保険者資格の取得日が 36年３月 15日とされている。 

両申立期間において勤務していたことは事実であるので、両申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、戸籍の附票によると、申立人は、昭和 30年１月 26

日にＢ社の所在するＡ県Ｅ町に転居していることは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿等による

と、Ｂ社は昭和 38 年 11 月に既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっており、申立期間①当時の人事記録等の関連資料は残されていないた

め、申立人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚

生年金保険料の控除の状況等について確認することができない。 

また、申立人は、「私は、私の親族と一緒にＢ社で勤務していたが、当該



                      

  

親族は昭和 25 年半ばから同事業所で勤務していたと思う。」と供述してい

るところ、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該

親族は、昭和 26 年 10 月１日に申立事業所に係る厚生年金保険の被保険者

資格を取得したことが確認できることから判断すると、当時、申立事業所

では、従業員について必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させてい

たとは限らない状況がうかがえる。 

さらに、申立人は、Ｂ社における同僚の氏名を記憶していない上、連絡

先が判明した同僚も申立人について記憶していない旨回答していることか

ら、申立人の申立期間①における申立事業所での勤務実態等について確認

することができない。 

加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）では、Ｂ社

における厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 31年６月９日と記録され

ており、オンライン記録及び前述の被保険者名簿と一致し、申立期間①に

おいて申立人の氏名は確認できない。 

２ 申立期間②について、戸籍の附票によると、申立人は、昭和 35 年７月２

日にＤ社の所在するＦ市に転居していることは確認できる。 

しかしながら、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿等によると、

Ｄ社は昭和37年８月17日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

おり、申立期間②当時の人事記録等の関連資料は残されていないため、申立

人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況等について確認す

ることができない。 

また、申立人は、Ｃ社の所有する事業所の閉鎖が近くなったので、同社を

退職し、数人の同僚とともにＤ社に入社した旨を供述しているところ、Ｃ社

及び申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期

間②の前後において、申立人と同様にＣ社で厚生年金保険被保険者資格を喪

失し、Ｄ社において同資格を取得している同僚が複数確認できるが、当該同

僚はいずれも資格喪失から再取得までに相当程度の期間があることが確認

できる。 

さらに、申立人は、Ｄ社における同僚の氏名を記憶していない上、前述の

同僚は既に死亡しているか又は連絡先不明であることから、申立人の申立期

間②における申立事業所での勤務実態等について確認することができない。 

加えて、前述の申立事業所に係る被保険者名簿では、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の取得日は昭和 36年３月 15日となっており、オンライン記

録とも一致しており、申立期間②において申立人の氏名を確認することがで

きない。 

３ 申立人が両申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控



                      

  

除されていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月頃から 46年７月頃まで 

私は、申立期間において、Ａ県Ｂ市に所在したＣ社に勤務していた。年金

事務所の記録では、同社に二度目に勤務した期間における厚生年金保険の被

保険者記録は確認できるのに、申立期間の被保険者記録が無いことが分かっ

た。申立期間にＣ社に勤務していたことは間違いなく、当時の同僚を何人か

記憶しているので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及びＣ社における同僚の供述から、申立人が申立期

間のうち昭和45年６月１日から46年６月８日までの期間において同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社は、「申立期間当時の社会保険に係る資料及び賃金台帳

等は保管していない。」と供述しており、申立人の申立期間における厚生年金

保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認することができな

い。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間当

時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者について、厚生年金保険の被

保険者記録と雇用保険の被保険者記録が符合していない者が複数見受けられ

る上、複数の者が、当時試用期間があった旨供述していることなどから判断す

ると、申立事業所では、従業員について必ずしも全員を採用と同時に厚生年金

保険に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 



                      

  

さらに、前述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は昭和

48 年７月１日に被保険者資格を取得し、49 年２月１日に同資格を喪失してい

ることが確認できるのみで、申立期間において申立人の氏名は確認できず、健

康保険整理番号に欠番も無い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 886 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年 10月 16日から同年 12月１日まで 

② 平成 10年 12月１日から 16年２月 26日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間①に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得日が平成 10年 12月１日とされているが、当該期間に

同社に勤務していたことは事実であるので、当該期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

また、同社に勤務していた申立期間②に係る標準報酬月額が、実際に給与

から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違している

ので、当該期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が保管する出勤簿により、申立人が、平成 10年

10月 26日からＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、同社が提出した賃金台帳により、申立人は、申立期間①に

係る厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、同社は、「従業員について、入社と同時に厚生年金保険に加入させて

おらず、試用期間経過後に加入させていた。」と供述しているところ、同社が

保管する人事記録で確認できる同僚の採用日とオンライン記録における厚生

年金保険の被保険者資格取得日は一致しておらず、おおむね採用日の２か月



                      

  

後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できることから

判断すると、事業主は、当時、従業員を必ずしも採用と同時に厚生年金保険

に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定または決定し、記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

なお、特例法に基づき記録の訂正等が行われるのは、上記の額が社会保険

庁（当時）の記録を上回る場合である。 

Ａ社は、「全期間について、給与支給額より低い金額の報酬月額を社会保険

事務所（当時）に提出し、全期間について、標準報酬月額に見合う保険料を

控除した。」と供述しているところ、同社が提出した賃金台帳において確認で

きる、報酬月額に見合う標準報酬月額が、オンライン記録上の標準報酬月額

を上回っていることが確認できるものの、オンライン記録上の標準報酬月額

に見合う厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②に係るオンライン記録上の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を上回る保険料が給与から控除されていたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 


